
5,890 円 6,590 円 7,320 円 8,020 円 8,710 円

560 円 620 円 680 円 730 円 790 円

180 円 200 円 220 円 240 円 260 円

110 円 120 円 130 円 140 円 150 円

7,570 円 8,360 円 9,180 円 9,960 円 10,740 円

757 円 836 円 918 円 996 円 1,074 円

第１段階 円　

第２段階 円

第３段階① 円

第３段階② 円

第４段階 円

第１段階 円

第２段階

第３段階①

第３段階②

第４段階 円

第１段階 32,756 円 35,200 円 37,748 円 40,192 円 42,600 円

第２段階 47,016 円 49,460 円 52,008 円 54,452 円 56,860 円

第３段階① 55,076 円 57,520 円 60,068 円 62,512 円 64,920 円

第３段階② 77,086 円 79,530 円 82,078 円 84,522 円 86,930 円

第４段階 94,756 円 97,200 円 99,748 円 102,192 円 104,600 円

118,212 円 123,100 円 128,196 円 133,084 円 137,900 円

141,668 円 149,000 円 156,644 円 163,976 円 171,200 円

特別養護老人ホーム河辺荘　利用料金表 令和6年4月１日～令和6年5月31日

～介護保険対象料金～
要　介　護　度

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

　①　介護福祉施設サービス費（Ⅱ）　

　②　看護体制加算（Ⅰ）イ 60 円

　③　看護体制加算（Ⅱ）イ 130 円

　④　日常生活継続支援加算（Ⅰ） 360 円

　⑤　夜勤職員配置加算（Ⅲ）イ 280 円

　⑥　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
上記① + ② + ③ + ④ + ⑤ の合計 × ８．３％(0.083)

　⑦　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）
上記① + ② + ③ + ④ + ⑤ の合計 × ２．７％(0.027)

　⑧　介護職員等ﾍﾞｰｽｱｯﾌﾟ等支援加算
上記① + ② + ③ + ④ + ⑤ の合計 × １．６％(0.016)

１日の利用料(①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧）

上記1割が自己負担（１日当たり）

食　費（１日）

●
負
担
限
度
額

300

390

650

1,360

1,445

居住費（１日）

●
負
担
限
度
額

0

370 円

855

1ｹ月(31日)の利用料金

●
負
担
限
度
額

1ｹ月(31日)の利用料金【※2割負担】

1ｹ月(31日)の利用料金【※3割負担】



●利用者負担額の減額について（介護保険負担限度額認定証）

◇第１段階　対象者

◇第２段階　対象者

◇第３段階①　対象者

◇第３段階②　対象者

●その他の加算料金（介護給付対象）

加算項目の種類

　　初期加算

　　外泊時加算

●その他の費用（介護給付対象外）

加算項目の種類

理髪・理美容

　　私物の洗濯

　　日常品費

　　行事参加費

　　その他の料金

世帯全員（世帯分離をしている配偶者を含む）が市民税非課税で課税年金収入額
と合計所得金額と非課税年金収入額の合計が年間８０万円以下の方）。

①世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方。
②生活保護を受けている方。

世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が８０万円以上
１２０万円以下の方。

世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が１２０万円を
超える方。

費　　用 摘　　　　　要

３０円
新規に入所した場合、及び1ヶ月以上の入院後、再度入所した場
合、30日間加算されます

２４６円

利用者が入院及び外泊した場合6日間を限度として加算されま
す。
ただし、入院日が月末から逆算して6日以内の場合、翌月さらに
6日間加算されます

費　　用 摘　　　　　要

2,000円／回 理美容業者の出張による理髪サービスをご利用いただいた場合

実　費 利用者に負担頂くことが適当であると認められたもの

無　料
施設内で洗濯可能な私物は無料です。その他、クリーニングが
必要な物は実費となります

実　費
ご利用者の日常生活で要する費用で、ご利用者にご負担いただ
くことが適当であるもの

実　費 外出行事に参加された場合の費用に応じた実費


